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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２５℃環境下で１Ｃにて定電流充電を行った場合のＳＯＣに対する電圧変化率Ａ（ｍＶ
／％ＳＯＣ）が満充電電圧ＶH1に達する時に２０（ｍＶ／％ＳＯＣ）よりも大きい非水電
解質二次電池を少なくとも１個備える複数の電池ユニットが直列接続された組電池と、
　前記組電池に充電電流を供給するための電流供給手段と、
　前記非水電解質二次電池の電圧を検出し得る電圧検出手段と、
　前記電圧検出手段により検出された前記非水電解質二次電池の電圧のうち最大値Ｖmax

が前記満充電電圧ＶH1に達するまで前記充電電流を電流値Ｉ1に制御した後、前記組電池
の電圧を下記（１）式に示す電圧値Ｖ２に制御する電流電圧制御手段と
を具備することを特徴とする組電池システム。
　　　　Ｖ２＝ＶH2×ｎ　　　（１）
　但し、ＶH2は、前記電圧変化率Ａ（ｍＶ／％ＳＯＣ）がＡ＜２０（ｍＶ／％ＳＯＣ）か
らＡ＝２０（ｍＶ／％ＳＯＣ）に達する時の前記非水電解質二次電池の電圧ＶM1よりも低
い電圧値で、ｎは直列接続される前記電池ユニットの数である。
【請求項２】
　前記電流電圧制御手段は、前記電流値Ｉ1での制御後で、かつ前記電圧値Ｖ２での制御
前に、前記充電電流を電流値Ｉ2（但し、Ｉ2＜Ｉ1）に制御することを特徴とする請求項
１記載の組電池システム。
【請求項３】
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　前記電流電圧制御手段は、前記電圧値Ｖ２での制御後に、前記充電電流を３Ｃ以下に設
定する定電流制御と、前記組電池の電圧を下記（２）式に示す電圧値ＶH3以下に設定する
定電圧制御とを行うことを特徴とする請求項１記載の組電池システム。
　　　　ＶH3＝ＶH1×ｎ　　　（２）
　但し、ＶH1は前記満充電電圧で、ｎは直列接続される前記電池ユニットの数である。
【請求項４】
　前記電流電圧制御手段は、前記組電池のＳＯＣが０％から８０％に達した際の充電時間
が２０分以内となるように前記電流値Ｉ1を制御することを特徴とする請求項１記載の組
電池システム。
【請求項５】
　前記電流値Ｉ1は５Ｃ以上であることを特徴とする請求項４記載の組電池システム。
【請求項６】
　前記電流電圧制御手段は、前記電圧値Ｖ２での制御後の前記組電池のＳＯＣが７０～９
８％に達するように前記電圧値Ｖ２を制御することを特徴とする請求項１記載の組電池シ
ステム。
【請求項７】
　前記非水電解質二次電池は、リチウムチタン酸化物を含む負極、正極及びセパレータを
備えることを特徴とする請求項１記載の組電池システム。
【請求項８】
　前記リチウムチタン酸化物はスピネル構造を有することを特徴とする請求項７記載の組
電池システム。
【請求項９】
　前記リチウムチタン酸化物の平均粒径は１μｍ以下であることを特徴とする請求項７記
載の組電池システム。
【請求項１０】
　前記負極は、５０μｍ以下の平均結晶粒径を有するアルミニウムまたは５０μｍ以下の
平均結晶粒径を有するアルミニウム合金から形成された負極集電体を具備することを特徴
とする請求項７記載の組電池システム。
【請求項１１】
　前記非水電解質二次電池は、前記正極と前記負極がその間に前記セパレータを介在させ
て交互に積層された積層構造を有することを特徴とする請求項７記載の組電池システム。
【請求項１２】
　前記セパレータは帯状で、九十九に折り重ねられており、折り重なった部分の間に前記
正極と前記負極が交互に挿入されていることを特徴とする請求項６記載の組電池システム
。
【請求項１３】
　請求項１～１２いずれか１項記載の組電池システムを備える充電式掃除機。
【請求項１４】
　２５℃環境下で１Ｃにて定電流充電を行った場合のＳＯＣに対する電圧変化率Ａ（ｍＶ
／％ＳＯＣ）が満充電電圧ＶH1に達する時に２０（ｍＶ／％ＳＯＣ）よりも大きい非水電
解質二次電池を少なくとも１個備える複数の電池ユニットが直列接続された組電池の充電
方法であって、
　前記各非水電解質二次電池の電圧のうち最大値Ｖmaxが前記満充電電圧ＶH1に達するま
で電流値Ｉ1で定電流充電を施す第１の充電工程と、
　前記組電池の電圧を下記（１）式に示す電圧値Ｖ２に制御する定電圧充電を施す第２の
充電工程と
を具備することを特徴とする組電池の充電方法。
　　　　Ｖ２＝ＶH2×ｎ　　　（１）
　但し、ＶH2は、前記電圧変化率Ａ（ｍＶ／％ＳＯＣ）がＡ＜２０（ｍＶ／％ＳＯＣ）か
らＡ＝２０（ｍＶ／％ＳＯＣ）に達する時の前記非水電解質二次電池の電圧ＶM1よりも低



(3) JP 4461114 B2 2010.5.12

10

20

30

40

50

い電圧値で、ｎは直列接続される前記電池ユニットの数である。
【請求項１５】
　前記第２の充電工程では、前記電圧値Ｖ２での定電圧充電の前に、前記充電電流を電流
値Ｉ2（但し、Ｉ2＜Ｉ1）に制御する定電流充電が行われることを特徴とする請求項１４
記載の組電池の充電方法。
【請求項１６】
　３Ｃ以下の電流値に制御する定電流充電と、前記組電池の電圧を下記（２）式に示す電
圧値ＶH3以下に制御する定電圧充電とを行う第３の充電工程をさらに具備することを特徴
とする請求項１４記載の組電池の充電方法。
　　　　ＶH3＝ＶH1×ｎ　　　（２）
　但し、ＶH1は前記満充電電圧で、ｎは直列接続される前記電池ユニットの数である。
【請求項１７】
　前記組電池のＳＯＣが０％から８０％に達した際の充電時間が２０分以内となるように
前記電流値Ｉ1を設定することを特徴とする請求項１４記載の組電池の充電方法。
【請求項１８】
　前記第２の充電工程後の前記組電池のＳＯＣが７０～９８％に達するように前記電圧値
Ｖ２を設定することを特徴とする請求項１４記載の組電池の充電方法。
【請求項１９】
　前記非水電解質二次電池は、リチウムチタン酸化物を含む負極、正極及びセパレータを
備えることを特徴とする請求項１４記載の組電池の充電方法。
【請求項２０】
　前記リチウムチタン酸化物はスピネル構造を有することを特徴とする請求項１９記載の
組電池の充電方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の二次電池が少なくとも直列に接続された組電池を備えた組電池システ
ムと、この組電池システムを用いた充電式掃除機と、組電池の充電方法とに関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話やノートパソコン（PC）などの小型情報機器用の電源として、高エネルギー密
度の二次電池が開発され、利用されている。それぞれの機器に必要な電圧及び電流に応じ
、組電池を構成する二次電池（単電池）の本数を変更したり、直列接続や並列接続の仕方
を変えたりすることが行われている。上記のような小型情報機器の電源電圧は数Vから10V
程度であるため、二次電池を単独で使用するか、複数の二次電池を直列に接続した組電池
を使用するにしても２～３直列程度がほとんどであった。しかし近年、二次電池の用途は
情報機器にとどまらず、家電、パワーツール、アシスト自転車、ハイブリッド自動車など
、高出力化、高電圧化の方向へと急速に広がりを見せている。これに伴い、組電池の直列
数も増加し、10本以上の二次電池を直列接続して使用する場合も珍しくない。
【０００３】
　電池を直列接続した場合、問題になるのは、単セル間のばらつきである。ばらつきには
、容量ばらつき、インピーダンスばらつき、SOC（充電状態）ばらつきなど色々な観点が
あるが、特に不具合につながりやすい問題として、充電状態における電圧ばらつきがある
。容量の異なる電池を直列接続したり、SOCがずれた状態で接続すると、組電池の満充電
状態において、電圧が平均より高い単電池と低い単電池が生じ、電圧が高い単電池は過充
電状態となって、劣化が大きくなってしまう。このような充電を繰り返すと、過充電によ
り劣化が大きくなった単電池は容量が低下するため、さらに過充電され、加速度的に劣化
が進行してしまう。結果として、組電池のサイクル寿命は、単電池の寿命より著しく短く
なるという問題があった。
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【０００４】
　このような問題に対し、ニッケル水素電池の組電池においては、均等化充電と呼ばれる
充電を適宜行うことにより、充電状態での電圧ばらつきを解消するという方法が一般にと
られている。ニッケル水素電池は、満充電に近い状態でさらに充電を継続しようとすると
、電極材料の充電反応と、電解液中の水の分解・再結合反応とが競争反応となり、充電反
応が進まなくなるという特徴がある。そのため、満充電を超えた領域での充電を、電池の
劣化が起こらないように適切な充電条件で行えば、電池内部での電気化学的な電流バイパ
ス機能を利用し、直列接続した組電池の充電電圧をそろえることができる。このような均
等化充電の方法について多数の公知例があるが、例えば特許文献１などを挙げることがで
きる。
【０００５】
　一方、非水電解質を用いた二次電池やキャパシタにおいては、一般に充放電のクーロン
効率はほぼ100％であり、ニッケル水素電池のような電池内部での電流バイパス機能は期
待できない。このような場合に対しては、電池の外部回路として、各電池をバイパスする
平均化回路を設け、一定電圧を超えた単電池に対しては充電電流をバイパスすることによ
り、充電電圧のばらつきを抑える方法が提案されている。例えば、特許文献２には、複数
の単電池を直列に接続した組電池において、各単電池に並列となるようにツェナーダイオ
ードを接続し、そのツェナー電圧を超えた単電池の充電電流をバイパスするという技術が
開示されている。
【０００６】
　しかし、このような方法をとったとしても、次のような問題から効果的に単電池の充電
電圧ばらつきを解消することは困難である。まず、ツェナーダイオードのように単一の素
子で機能を実現しようとした場合、電池の充電電圧はツェナー電圧のばらつきに支配され
る。ツェナー電圧のばらつきを抑えることは、ばらつきの小さい電池を製造することと同
様、困難である。また、ツェナー電圧に達したときのツェナー電流の立ち上がりは決して
急峻でなく、必要な充電電圧よりも低い電圧からバイパス電流が流れてしまうため、数十
mVのオーダーで電圧制御が必要な二次電池には適用しにくい。他の問題としては、組電池
の容量が大きい、または急速充電を行う場合など、充電電流が大きい場合には、ツェナー
ダイオードでの電力消費が大きくなり、発熱等の問題で実現困難となる。以上のような問
題を回避するには、バイパス回路をツェナーダイオードのような単一素子でなく、基準電
圧やフィードバック制御などを備え、大電流スイッチ素子を適用したバイパス回路にすれ
ば原理的には実現可能である。しかしながら、実際には電池の直列数が大きいと回路が非
常に煩雑になるうえ、サイズやコストの面からも電池に対して大きくなりすぎ、実現困難
である。
【０００７】
　上記のようなバイパス制御回路をICチップ化してコンパクトにまとめた場合には、直列
数が多い組電池においても適用可能である。その反面、バイパス電流を大きくとることが
できなくなるため、非常にゆっくりとした平均化制御しかできなくなってしまう。特に、
満充電電圧付近での電池容量に対する電圧変化率が大きい単電池を使用した場合、充電が
進行すると電圧ばらつきが急激に拡大するため、バイパスによる電圧ばらつき抑制を期待
するのに必要なバイパス電流が大きすぎる。そのため、バイパス回路のみで単電池充電電
圧のばらつきを抑制することは非常に困難である。
【特許文献１】特開２００１－３１４０４６号公報
【特許文献２】特開２００２－２３８１７９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、組電池のサイクル特性が向上される組電池システム、組電池の充電方法及び
充電式掃除機を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】



(5) JP 4461114 B2 2010.5.12

10

20

30

40

50

【０００９】
　本発明に係る組電池システムは、２５℃環境下で１Ｃにて定電流充電を行った場合のＳ
ＯＣに対する電圧変化率Ａ（ｍＶ／％ＳＯＣ）が満充電電圧ＶH1に達する時に２０（ｍＶ
／％ＳＯＣ）よりも大きい非水電解質二次電池を少なくとも１個備える複数の電池ユニッ
トが直列接続された組電池と、
　前記組電池に充電電流を供給するための電流供給手段と、
　前記非水電解質二次電池の電圧を検出し得る電圧検出手段と、
　前記電圧検出手段により検出された前記非水電解質二次電池の電圧のうち最大値Ｖmax

が前記満充電電圧ＶH1に達するまで前記充電電流を電流値Ｉ1に制御した後、前記組電池
の電圧を下記（１）式に示す電圧値Ｖ２に制御する電流電圧制御手段と
を具備することを特徴とする。
【００１０】
　　　　Ｖ２＝ＶH2×ｎ　　　（１）
　但し、ＶH2は、前記電圧変化率Ａ（ｍＶ／％ＳＯＣ）がＡ＜２０（ｍＶ／％ＳＯＣ）か
らＡ＝２０（ｍＶ／％ＳＯＣ）に達する時の前記非水電解質二次電池の電圧ＶM1よりも低
い電圧値で、ｎは直列接続される前記電池ユニットの数である。
【００１１】
　本発明に係る充電式掃除機は、前記組電池システムを備えることを特徴とする。
【００１２】
　本発明に係る組電池の充電方法は、２５℃環境下で１Ｃにて定電流充電を行った場合の
ＳＯＣに対する電圧変化率Ａ（ｍＶ／％ＳＯＣ）が満充電電圧ＶH1に達する時に２０（ｍ
Ｖ／％ＳＯＣ）よりも大きい非水電解質二次電池を少なくとも１個備える複数の電池ユニ
ットが直列接続された組電池の充電方法であって、
　前記各非水電解質二次電池の電圧のうち最大値Ｖmaxが前記満充電電圧ＶH1に達するま
で電流値Ｉ1で定電流充電を施す第１の充電工程と、
　前記組電池の電圧を下記（１）式に示す電圧値Ｖ２に制御する定電圧充電を施す第２の
充電工程と
を具備することを特徴とする。
【００１３】
　　　　Ｖ２＝ＶH2×ｎ　　　（１）
　但し、ＶH2は、前記電圧変化率Ａ（ｍＶ／％ＳＯＣ）がＡ＜２０（ｍＶ／％ＳＯＣ）か
らＡ＝２０（ｍＶ／％ＳＯＣ）に達する時の前記非水電解質二次電池の電圧ＶM1よりも低
い電圧値で、ｎは直列接続される前記電池ユニットの数である。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、組電池のサイクル特性が向上された組電池システム、組電池の充電方
法及び充電式掃除機を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下に、本発明の各実施の形態について図面を参照しながら説明する。なお、実施の形
態を通して共通の構成には同一の符号を付すものとし、重複する説明は省略する。また、
各図は発明の説明とその理解を促すための模式図であり、その形状や寸法、比などは実際
の装置と異なる個所があるが、これらは以下の説明と公知の技術を参酌して適宜、設計変
更することができる。
【００１６】
　（第１の実施形態）
　まず、第１の実施形態に係る組電池の充電方法を説明する。
【００１７】
　組電池は、少なくとも１個の単電池を備える複数の電池ユニットが直列接続されたもの
から形成される。電池ユニットが複数の単電池から構成されている場合、単電池同士を並
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列接続したものを１つの電池ユニットとすることが望ましい。
【００１８】
　図１は、第１の実施形態に係る組電池の充電方法で単電池として使用される非水電解質
二次電池を２５℃環境下で１Ｃ充電した場合の充電曲線の一例である。ここで、１Ｃとは
、単電池を１時間で放電しきるに要する電流値であり、便宜的には単電池の公称容量の数
値を１Ｃ電流値と置き換えることができる。図１の横軸が非水電解質二次電池の充電状態
（ＳＯＣ）を示し、縦軸が非水電解質二次電池の電圧（閉回路電圧）を示す。ＳＯＣは、
満充電容量に対する単電池の充電容量の比である。満充電容量には、単電池の公称容量が
使用される。図１に示す通り、２５℃環境下で１Ｃ充電した際の充電曲線におけるＳＯＣ
に対する電圧変化率Ａ（電圧は閉回路電圧）は、満充電電圧ＶH1（Ｖ）に達する時に２０
（ｍＶ／％ＳＯＣ）よりも大きな値となっている。例えば電圧変化率Ａが１００（ｍＶ／
％ＳＯＣ）である場合、満充電付近でのＳＯＣばらつきが１％あると電圧のばらつきが１
００ｍＶ発生することになる。従って、組電池の電流及び電圧に対して定電圧定電流制御
を行うと、制御電圧よりも高い電圧を持つ単電池は容易に過充電に陥り、著しく劣化する
。ここで、電圧変化率Ａは、ＳＯＣと電池電圧の関係において、あるＳＯＣ・電圧の一点
における、電圧をＳＯＣで微分した微分値である。言い換えれば、ＳＯＣ対電圧で表した
充電曲線においては、曲線上のある点での傾きが、電圧変化率Ａということになる。ここ
では、ＳＯＣの単位を（％）、電池電圧の単位を（ｍＶ）としたとき、電圧変化率Ａの単
位を（ｍＶ／％ＳＯＣ）と表記することとする。
【００１９】
　第１の充電工程として、任意に設定した充電電流Ｉ1で各単電池の電圧のうちの最大値
Ｖmax（Ｖ）がＶH1（Ｖ）に達するまで定電流充電を行う。通常、非水電解質二次電池の
組電池においては、安全性確保のため、各単電池の電圧を監視する機能を持っている。従
って、単電池電圧の最大値がある値に達したことを検知することは比較的容易である。こ
の時点で第１の充電工程を終了すれば、第１の充電工程で過充電される単電池が発生する
ことはない。第１の充電工程での充電電流は比較的小さいため、充電時間を長くすると公
称容量に近い容量を充電することが可能である。しかしながら、急速充電を行う場合など
のように充電電流が大きい場合には、第１の充電工程で充電されうる容量は公称容量より
もずっと小さいため、これだけで充電完了とすることはできない。第１の充電工程での充
電電流Ｉ1は、組電池のＳＯＣが０％から８０％に達した際の充電時間が２０分以内とな
るように設定することが望ましい。具体的には、５Ｃ以上にすることが望ましい。さらに
好ましい範囲は、１０Ｃ以上である。なお、組電池を構成する単電池それぞれが持つＳＯ
Ｃが同じでなく、ばらつきが存在する場合、組電池のＳＯＣは、組電池を構成する単電池
のＳＯＣのうち最も低い値のＳＯＣとする。この場合、組電池のＳＯＣが０％から８０％
に達した際の充電時間は、組電池を構成する単電池のＳＯＣのうち最低ＳＯＣ値が、８０
％に達するまでに要する充電時間を意味する。
【００２０】
　第２の充電工程として、組電池の電圧を下記（１）式に示す電圧値Ｖ２（Ｖ）に制御す
る定電圧充電を行う。
【００２１】
　　　　Ｖ２＝ＶH2×ｎ　　　（１）
　但し、ＶH2は、前記電圧変化率Ａ（ｍＶ／％ＳＯＣ）がＡ＜２０（ｍＶ／％ＳＯＣ）か
らＡ＝２０（ｍＶ／％ＳＯＣ）に達する時の前記単電池の電圧ＶM1よりも低い電圧値（Ｖ
）で、ｎは直列接続される電池ユニットの数である。
【００２２】
　このとき、組電池は単電池１つあたりＶM1（Ｖ）よりも低い電圧で定電圧充電されるこ
とになる。単電池電圧がＶM1（Ｖ）よりも低いとき、単電池のＳＯＣに対する電圧変化率
Ａは２０（ｍＶ／％ＳＯＣ）よりも小さい。従って、仮にＳＯＣばらつきが５％あっても
電圧のばらつきは１００ｍＶよりも小さく抑えられることになる。また、単電池電圧をＶ

M1（Ｖ）よりも小さい値に設定しているため、単電池電圧がわずかにばらついたとしても
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満充電電圧ＶH1（Ｖ）を超えて過充電に至ることがない。さらに、単電池電圧をＶM1（Ｖ
）よりも低い値に制御した結果、充電電流は特に制限しなくてもＩ1よりも小さくなり、
充電器や電池に与えるダメージを少なくすることができる。
【００２３】
　また、第２の充電工程では、定電圧充電の前に、充電電流値Ｉ1よりも低い値Ｉ2（Ｉ2

＜Ｉ1）に制御する定電流充電を行うこともできる。これにより、充電末期の単電池間の
電圧ばらつきをより小さくすることができるため、組電池のサイクル特性をより向上する
ことができる。
【００２４】
　仮に、第１の充電工程を省略し、第２の充電工程のみで充電を行った場合でも、単電池
電圧のばらつきを抑えて充電することが可能であるが、第１の充電工程は第２の充電工程
よりも大電流で充電することができるため、第１の充電工程を設けるとより急速に、短時
間で充電することが可能となる。第２の充電工程での定電圧値はＶM1より小さい値で任意
に設定することができ、小さい値であるほど単セル電圧のばらつきを小さく抑えることが
できる。その反面、小さすぎると充電される容量が小さくなり、好ましくない。第２の充
電工程が終了した時点での組電池の充電容量が、満充電電圧ＶH1での充電容量を１００％
としたＳＯＣで７０～９８％の範囲に達するように電圧値Ｖ２を設定することが好ましい
。組電池のＳＯＣは、組電池を構成する単電池のＳＯＣ間にばらつきが存在する場合、そ
のうちの最低ＳＯＣ値とする。この場合、組電池を構成する単電池のＳＯＣのうち最低Ｓ
ＯＣ値が７０～９８％に達した際に、組電池のＳＯＣが７０～９８％に達したと言うこと
ができる。
【００２５】
　さらに、必要に応じて第３の充電工程を行うことができる。第３の充電工程では、３Ｃ
以下の電流値での定電流充電と、組電池の電圧を下記（２）式に示す電圧値ＶH3（Ｖ）以
下に制御する定電圧充電とを行う。
【００２６】
　　　　ＶH3＝ＶH1×ｎ　　　（２）
　但し、ＶH1は前記満充電電圧（Ｖ）で、ｎは直列接続される前記電池ユニットの数であ
る。
【００２７】
　ＶH1×ｎ（Ｖ）で定電圧定電流充電を行うこと自体は一般的な充電方法であるが、その
前に第１、第２の充電工程を経て充電が進んでいること、また電池の急速充電性能にあわ
せて３Ｃ以下の小さな定電流値に抑えることで、単電池電圧ばらつきを抑えつつ満充電に
近づけることができる。よって、組電池の初期容量をより向上することができる。
【００２８】
　（第２の実施形態）
　以下、本発明の第２の実施形態に係る組電池システムの一例を詳細に説明する。
【００２９】
　図２は、本発明の第２の実施形態に係る組電池システムのブロック図の一例である。組
電池システムは、電池パック１と、充電器２とを備える。電池パック１は、組電池３と、
保護回路とを有している。保護回路は、電圧検出回路４と、スイッチ回路（ＳＷ回路）５
と、通信回路６とを含んでいる。組電池３は単電池からなる電池ユニット７を複数直列に
接続したものである。単電池には非水電解質二次電池が使用されている。図２では直列数
は５個となっているが、この数は２個以上、任意の個数であってもよい。ただし、あまり
直列数が多いと１個の電圧検出回路での電圧検出が困難になり、回路が複雑化するため、
通常は２～２０個程度で必要な組電池電圧が得られる直列数とするのが好ましい。
【００３０】
　また、図２では、１個の単電池から電池ユニット７を構成したが、複数の単電池を並列
接続して電池ユニットを構成してもよい。その場合、並列接続と直列接続の両方を含む組
電池となる。電圧検出手段としての電圧検出回路４は、電池パック１に含まれる全ての単
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電池の電圧を測定できるよう、電池ユニット７同士の各接続点にそれぞれ接続される。但
し、組電池が並列接続を含む場合には、並列の組は電圧が等しいから、並列１組あたり電
圧１箇所測定とすればよい。測定された単電池の電圧値を比較し、最大値を示す値が、所
定の電圧設定値に達したかどうか、という信号を通信回路６に送り、通信回路６は、充電
器に対して信号を送信する。送信する信号の内容は、電圧設定値に達したかどうかに限ら
ず、電圧値そのものを送信してもよい。本発明においては、複数の充電工程において異な
る電圧設定値が存在するため、それらは外部から同じ通信回路を用いて設定できることが
好ましい。電池パックに含まれる電圧検出回路４は、充電制御に利用されるだけでなく、
本来、電池異常や充電器の故障などの場合に電池の過充電を防ぐことが目的のひとつであ
るから、そのような場合に充放電電流を遮断するスイッチ回路５が電流路に挿入され、電
圧検出回路４がそれを制御する。電圧検出回路４は、各単電池の電圧の最大値を監視して
電圧設定値と比較するのみであればマイコン回路を含まない回路構成で可能であるが、外
部からの設定に柔軟に対応するにはマイコン回路を含むものであってもよい。
【００３１】
　充電器２は、交流電源８に接続された整流回路９、パワースイッチ回路１０、高周波ト
ランス回路１１、整流回路１２及び平滑回路１３からなる変換部で電池パックの充電に必
要な直流電圧・電流に変換し、電池パックの組電池に充電電流を供給する。すなわち、電
流供給手段は、整流回路９、パワースイッチ回路１０、高周波トランス回路１１、整流回
路１２及び平滑回路１３を備えるものである。交流電源８は、図２に示すように充電器２
が備えていても良いが、充電器２の外部に設置されていても良い。電流供給手段の出力の
電流及び電圧を、電流検出手段としての電流検出回路１４、定電圧定電流制御回路１５で
検出し、フィードバック制御する。マイコン回路１６は、それぞれの充電工程にあわせて
定電圧設定値、定電流設定値を定電圧定電流制御回路１５に与える。また、マイコン回路
１６は、電池パック１からの信号を受け、単電池電圧に関して判定を行って充電工程を制
御する。本実施形態では、上記定電圧定電流制御回路１５及びマイコン回路１６を備える
ものを定電圧定電流制御手段と呼ぶ。
【００３２】
　図３は、本発明の第２の実施形態に係る組電池システムのブロック図の別の一例である
。
【００３３】
組電池、電圧検出回路４、スイッチ回路５、通信回路６を備えた電池モジュールは前述の
電池パックと同じ構成であるが、これをさらに任意の個数直列に接続し、高電圧を得てい
る。電池モジュールの通信回路６同士を接続し、その情報を統合して、マイコン回路１７
で全ての電池モジュールの中での単電池電圧最大値などを監視する。また、電池モジュー
ル毎のスイッチ回路５は、通常ＯＮのままとし、別に用意したさらに高耐圧のスイッチ回
路１８を制御して過充電禁止を行う。
【００３４】
　便宜上、充電器と電池パックとに分けて説明したが、本発明を実施する際に機能的に分
かれていた方が合理的と考えられるところで分割した一例にすぎない。基本的には、本発
明は、単電池の電圧を検出し、それに基づいて充電電圧と電流を制御できれば実施できる
のであって、電池パックや充電器の構成は上記の例に限定されるものではない。
【００３５】
　図４は、第１の実施形態に係る充電方法及び第２の実施形態に係る組電池システムによ
って充電を行うための制御フローチャートの例である。
【００３６】
　まずＳ１のステップで第１の充電工程を開始、電流Ｉ1で定電流充電を行う。マイコン
回路１６は、第１の充電工程の定電流設定値を定電圧定電流制御回路１５に与える。電流
供給手段の出力の電流及び電圧を、電流検出回路１４及び定電圧定電流制御回路１５で検
出し、フィードバック制御することによって、定電流充電がなされる。
【００３７】
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　Ｓ２では組電池を構成する単電池の中で最大の電圧を監視し、それがＶH1を超えた場合
は第１の充電工程を終了する。マイコン回路１６には、単電池の２５℃環境下で１Ｃ電流
にて定電流充電を行った場合の充電曲線のデータから決定された充電制御データが予め保
存されている。このデータは、電圧検出回路４に与えられる。電圧検出回路４は、検出さ
れる単電池電圧の中での最大値と、充電制御データによる満充電電圧ＶH1（Ｖ）とを比較
し、最大値が満充電電圧ＶH1（Ｖ）に達した場合に、通信回路６に信号を送信する。通信
回路６は、充電器のマイコン回路１６に信号を送信する。その結果、第１の充電工程が終
了する。
【００３８】
　Ｓ３のステップでは、第２の充電工程を開始、前述した（１）式に示す定電圧値Ｖ２で
定電圧充電を行う。なお、定電圧値Ｖ２は、マイコン回路１６により決定され、決定され
た値が定電圧定電流制御回路１５に与えられる。
【００３９】
　Ｓ４のステップでは、第２の充電工程を終了するための条件分岐を行う。第２の充電工
程の定電圧充電において、電流が減少してＩ3より小さくなった場合に第２の充電工程を
終了する。具体的には、定電圧定電流制御回路１５は、データとして保存されているＩ3

と、電流検出回路１４により検出される電流値とを比較し、電流値がＩ3に達した際にマ
イコン回路１６に信号を送信し、これにより第２の充電工程が終了する。Ｉ3の電流は任
意に決めることができるが、１Ｃに相当する電流の１／２０以上、１／５以下が適当であ
る。
【００４０】
　Ｓ４の条件分岐は、電流減少のほかに単純に一定の時間が経過したら次のステップに進
むようにしてもよい。
【００４１】
　Ｓ５のステップは、第３の充電工程を行う例となるが、前述した（２）式に示す電圧値
ＶH3以下、かつ電流Ｉ4で定電圧定電流充電を行う。Ｉ4は３Ｃ相当の電流以下の値にする
ことができるが、電池のインピーダンス等によって０．２Ｃから１Ｃ程度の値にすること
が好ましい。
【００４２】
　Ｓ６のステップでは、第３の充電工程を終了するための条件分岐を行う。第３の充電工
程の定電圧定電流充電において、充電モードが定電圧充電に移行後、電流が減少してＩ5

より小さくなった場合に第２の充電工程を終了する。具体的には、定電圧定電流制御回路
１５は、データとして保存されているＩ5と、電流検出回路１４により検出される電流値
とを比較し、電流値がＩ5に達した際にマイコン回路１６に信号を送信し、第３の充電工
程が終了する。Ｉ5の電流は任意に決めることができるが、１Ｃに相当する電流の１／４
０以上、１／１０以下が適当である。Ｓ６の条件分岐は、電流減少のほかに単純に一定の
時間が経過したら次のステップに進むようにしてもよい。
【００４３】
　単電池として使用される非水電解質二次電池を、図５～図６を参照して説明する。図５
は、非水電解質二次電池の一例であるリチウムイオン二次電池を示す断面図、図６は図５
のＡ部を示す拡大断面図である。
【００４４】
　図５に示すように、例えばフィルムからなる外装部材２１内には、電極群２２が収納さ
れている。電極群２２は、正極２３と負極２４がセパレータ２５を介して偏平形状に捲回
された構造を有する。図６に示すように、正極２３は、正極集電体２３ａと、正極集電体
２３ａの少なくとも片面に形成された正極活物質含有層２３ｂとを含む。また、負極２４
は、負極集電体２４ａと、負極集電体２４ａの少なくとも片面に形成された負極活物質含
有層２４ｂとを含む。セパレータ２５は、正極活物質含有層２３ｂと負極活物質含有層２
４ｂの間に介在されている。
【００４５】
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　帯状の正極端子２６は、電極群６の正極集電体２３ａに接続されており、先端が外装部
材２１の外部に引き出されている。また、帯状の負極端子２７は、電極群６の負極集電体
２４ａに接続されており、先端が外装部材２１の外部に引き出されている。正極端子２６
と負極端子２７は、外装部材２１の同じ辺から引き出されており、正極端子２６の引き出
し方向と負極端子２７の引き出し方向が同一になっている。
【００４６】
　以下、正極、負極、セパレータ、非水電解質及び外装部材について説明する。
【００４７】
　１）負極
　前記負極は、例えば負極活物質、導電剤および結着剤を適当な溶媒に分散させて得られ
る負極材ペーストを集電体の片側、もしくは両面に塗布することにより作製する。
【００４８】
　前記負極活物質は、例えばリチウムイオンを吸蔵・放出する炭素質物、金属酸化物、金
属硫化物、金属窒化物、合金、軽金属などが挙げられる。
【００４９】
　前記リチウムイオンを吸蔵・放出する炭素質物としては、例えばコークス、炭素繊維、
熱分解気相炭素物、黒鉛、樹脂焼成体、メソフェーズピッチ系炭素繊維またはメソフェー
ズ球状カーボンの焼成体などを挙げることができる。中でも、２５００℃以上で黒鉛化し
たメソフェーズピッチ系炭素繊維またはメソフェーズ球状カーボンを用いると電極容量が
高くなるため好ましい。
【００５０】
　金属酸化物としては、例えば、チタン含有金属複合酸化物、例えばＳｎＢ0.4Ｐ0.6Ｏ3.

1やＳｎＳｉＯ3などのスズ系酸化物、例えばＳｉＯなどのケイ素系酸化物、例えばＷＯ3

などのタングステン系酸化物などが挙げられる。これら金属酸化物のなかで、金属リチウ
ムに対する電位が0.5Vよりも高いような負極活物質、例えばチタン酸リチウムのようなチ
タン含有金属複合酸化物を用いた場合、電池を急速に充電した場合でも負極上でのリチウ
ムデンドライトの発生が起こらず、劣化が少なくなるため好ましい。
【００５１】
　チタン含有金属複合酸化物としては、例えば、酸化物合成時はリチウムを含まないチタ
ン系酸化物、リチウムチタン酸化物、リチウムチタン酸化物の構成元素の一部を異種元素
で置換したリチウムチタン複合酸化物などを挙げることができる。リチウムチタン酸化物
としては、例えば、スピネル構造を有するチタン酸リチウム（例えばＬｉ4+xＴｉ5Ｏ12（
ｘは充放電により変化する値で、０≦ｘ≦３））、ラムステライド型のチタン酸リチウム
（例えばＬｉ2+yＴｉ3Ｏ7（ｙは充放電により変化する値で、０≦ｙ≦３）などを挙げる
ことができる。
【００５２】
　チタン系酸化物としては、ＴｉＯ2、ＴｉとＰ、Ｖ、Ｓｎ、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｃｏ及びＦｅ
よりなる群から選択される少なくとも１種類の元素を含有する金属複合酸化物などが挙げ
られる。ＴｉＯ2はアナターゼ型で熱処理温度が300～500℃の低結晶性のものが好ましい
。ＴｉとＰ、Ｖ、Ｓｎ、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｃｏ及びＦｅよりなる群から選択される少なくとも
１種類の元素を含有する金属複合酸化物としては、例えば、ＴｉＯ2－Ｐ2Ｏ5、ＴｉＯ2－
Ｖ2Ｏ5、ＴｉＯ2－Ｐ2Ｏ5－ＳｎＯ2、ＴｉＯ2－Ｐ2Ｏ5－ＭｅＯ（ＭｅはＣｕ、Ｎｉ、Ｃ
ｏ及びＦｅよりなる群から選択される少なくとも１種類の元素）などを挙げることができ
る。この金属複合酸化物は、結晶相とアモルファス相が共存もしくは、アモルファス相単
独で存在したミクロ構造であることが好ましい。このようなミクロ構造であることにより
サイクル性能が大幅に向上することができる。中でも、リチウムチタン酸化物、ＴｉとＰ
、Ｖ、Ｓｎ、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｃｏ及びＦｅよりなる群から選択される少なくとも１種類の元
素を含有する金属複合酸化物が好ましい。
【００５３】
　金属硫化物として硫化リチウム（TiS2）、硫化モリブデン（MoS2）,硫化鉄（FeS、FeS2
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、LixFeS2）などが挙げられる。金属窒化物としてリチウムコバルト窒化物（LixCoyN、0<
x<4,0<y<0.5）などが挙げられる。
【００５４】
　負極活物質には、スピネル構造を有するチタン酸リチウムを使用することが望ましい。
この場合、正極活物質には、リチウムコバルト複合酸化物、リチウムニッケルコバルト複
合酸化物及びリチウムニッケルコバルトマンガン複合酸化物のうちのいずれかを使用する
ことが望ましい。このような正極活物質及び負極活物質を用いた非水電解質二次電池は、
２５℃環境下で１Ｃ充電した際の充電曲線におけるＳＯＣに対する電圧変化率Ａが満充電
電圧ＶH1（Ｖ）に達する時に２０（ｍＶ／％ＳＯＣ）よりも大きな値となる。なお、上記
充電曲線を示す非水電解質二次電池は、負極活物質として炭素質物を使用し、かつ正極活
物質にリチウムマンガン複合酸化物を使用することによっても実現可能である。
【００５５】
　負極活物質の平均粒子径は１μｍ以下であることが望ましい。平均粒子径１μｍ以下の
負極活物質を使用することにより、上記充電曲線を示す非水電解質二次電池のサイクル性
能を向上することができる。とくに、急速充電時および高出力放電時においてこの効果は
顕著となる。但し、平均粒径が小さ過ぎると、非水電解質の分布が負極側に偏り、正極で
の電解質の枯渇を招く恐れがあるため、その下限値は０．００１μｍにすることが好まし
い。
【００５６】
　なお、負極活物質の粒径測定は、例えば、レーザー回折式分布測定装置（島津SALD-300
）を用い、まず、ビーカーに試料を約０．１ｇと界面活性剤と１～２ｍＬの蒸留水を添加
して十分に攪拌した後、攪拌水槽に注入し、２秒間隔で６４回光度分布を測定し、粒度分
布データを解析するという方法にて測定できる。
【００５７】
　前記導電剤として、炭素材料を用いることができる。例えば、アセチレンブラック、カ
ーボンブラック、コークス、炭素繊維、黒鉛等を挙げることができる。
【００５８】
　前記結着剤としては、例えばポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）、ポリフッ化ビ
ニリデン（ＰＶｄＦ）、エチレン－プロピレン－ジエン共重合体（ＥＰＤＭ）、スチレン
－ブタジエンゴム（ＳＢＲ）、カルボキシメチルセルロース（ＣＭＣ）等を用いることが
できる。
【００５９】
　前記集電体としては、負極の電位に応じて種々の金属箔等を用いることができるが、例
えばアルミニウム箔、アルミニウム合金箔、ステンレス箔、チタン箔等、銅箔、ニッケル
箔などが挙げられる。このときの箔の厚さとしては、８μｍ以上２５μｍ以下であること
が好ましい。また、負極電位が金属リチウムに対して0.3Vよりも貴である場合、例えば負
極活物質としてリチウムチタン酸化物を使用する際には、アルミニウム箔やアルミニウム
合金箔が電池重量を抑えることができるため好ましい。
【００６０】
　アルミニウム箔及びアルミニウム合金箔の平均結晶粒径は、５０μｍ以下であることが
好ましい。これにより、集電体の強度を飛躍的に増大させることができるため、負極を高
いプレス圧で高密度化することが可能となり、電池容量を増大させることができる。また
、高温環境下（４０℃以上）における過放電サイクルでの負極集電体の溶解・腐食劣化を
防ぐことができるため、負極インピーダンスの上昇を抑制することができる。さらに、出
力特性、急速充電、充放電サイクル特性も向上させることができる。平均結晶粒径のより
好ましい範囲は３０μｍ以下であり、更に好ましい範囲は５μｍ以下である。
【００６１】
　平均結晶粒径は次のようにして求められる。集電体表面の組織を光学顕微鏡で組織観察
し、１ｍｍ×１ｍｍ内に存在する結晶粒の数ｎを求める。このｎを用いてＳ＝１ｘ１０6

／ｎ（μｍ2）から平均結晶粒子面積Ｓを求める。得られたＳの値から下記（Ａ）式によ
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り平均結晶粒子径ｄ（μｍ）を算出する。
【００６２】
　　　　ｄ＝２（Ｓ／π）1/2　　　　　　　（Ａ）
　前記平均結晶粒子径の範囲が５０μｍ以下の範囲にあるアルミニウム箔またはアルミニ
ウム合金箔は、材料組成、不純物、加工条件、熱処理履歴ならび焼なましの加熱条件など
多くの因子に複雑に影響され、前記結晶粒子径（直径）は、製造工程の中で、前記諸因子
を組み合わせて調整される。
【００６３】
　アルミニウム箔およびアルミニウム合金箔の厚さは、２０μｍ以下、より好ましくは１
５μｍ以下である。アルミニウム箔の純度は９９％以上が好ましい。アルミニウム合金と
しては、マグネシウム、亜鉛、ケイ素などの元素を含む合金が好ましい。一方、鉄、銅、
ニッケル、クロムなどの遷移金属の含有量は１％以下にすることが好ましい。なお、車載
用の場合、アルミニウム合金箔が特に好ましい。
【００６４】
　前記負極の活物質、導電剤及び結着剤の配合比は、負極活物質80～95重量%、導電剤3～
20重量%、結着剤1.5～7重量%の範囲にすることが好ましい。
【００６５】
　２）正極
　前記正極は、例えば正極活物質、導電剤および結着剤を適当な溶媒に分散させて得られ
る正極材ペーストを集電体の片側、もしくは両面に塗布することにより作製する。
【００６６】
　前記正極の活物質は、種々の酸化物、硫化物などが挙げられる。例えば、二酸化マンガ
ン(MnO2)、酸化鉄、酸化銅、酸化ニッケル、リチウムマンガン複合酸化物(例えばLixMn2O

4またはLixMnO2)、リチウムニッケル複合酸化物(例えばLixNiO2)、リチウムコバルト複合
酸化物(例えばLixCoO2)、リチウムニッケルコバルト複合酸化物(例えばLiNi1-yCoyO2)、
リチウムマンガンコバルト複合酸化物(例えばLiMnyCo1-yO2)、スピネル型リチウムマンガ
ンニッケル複合酸化物（LixMn2-yNiyO4）、オリビン構造を有するリチウムリン酸化物（L
ixFePO4、LixFe1-yMnyPO4、LixCoPO4など）、硫酸鉄（Fe2(SO4)3）、バナジウム酸化物（
例えばV2O5） などが挙げられる。 また、ポリアニリンやポリピロールなどの導電性ポリ
マー材料、ジスルフィド系ポリマー材料、イオウ（S）、フッ化カーボンなどの有機材料
および無機材料も挙げられる。
【００６７】
　より好ましい二次電池用の正極は、電池電圧が高いリチウムマンガン複合酸化物(LixMn

2O4)、リチウムニッケル複合酸化物(LixNiO2)、リチウムコバルト複合酸化物(LixCoO2)、
リチウムニッケルコバルト複合酸化物(LixNi1-yCoyO2)、スピネル型リチウムマンガンニ
ッケル複合酸化物（LixMn2-yNiyO4）、リチウムマンガンコバルト複合酸化物(LixMnyCo1-
yO2)、リチウムリン酸鉄（LixFePO4）などが挙げられる。なお、x、ｙは０～1の範囲であ
ることが好ましい。
【００６８】
　また、正極活物質には、組成がLiaNibCocMndO2（但し、モル比a,b,c及びdは0≦a≦1.1
、0.1≦b≦0.5、0≦c≦0.9、0.1≦d≦0.5）で表されるリチウムニッケルコバルトマンガ
ン複合酸化物を使用することができる。
【００６９】
　前記導電剤としては、例えばアセチレンブラック、カーボンブラック、人工黒鉛、天然
黒鉛、導電性ポリマー等を用いることができる。
【００７０】
　前記結着剤としては、例えばポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）、ポリフッ化ビ
ニリデン（ＰＶｄＦ）、ＰＶｄＦの水素もしくはフッ素のうち、少なくとも１つを他の置
換基で置換した変性ＰＶｄＦ、フッ化ビニリデン－６フッ化プロピレンの共重合体、ポリ
フッ化ビニリデン－テトラフルオロエチレン－６フッ化プロピレンの３元共重合体等を用
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いることができる。
【００７１】
　前記結着剤を分散させるための有機溶媒としては、Ｎ－メチル－２－ピロリドン（ＮＭ
Ｐ）、ジメチルホルムアミド（ＤＭＦ）等が使用される。
【００７２】
　前記集電体としては、例えば厚さ８～２５μｍのアルミニウム箔、アルミニウム合金箔
、ステンレス箔、チタン箔等を挙げることができる。
【００７３】
　前記正極集電体は、アルミニウム箔若しくはアルミニウム合金箔が好ましく、負極集電
体と同様にその平均結晶粒径は５０μｍ以下であることが好ましい。より好ましくは、３
０μｍ以下である。更に好ましくは５μｍ以下である。前記平均結晶粒径が５０μｍ以下
であることにより、アルミニウム箔またはアルミニウム合金箔の強度を飛躍的に増大させ
ることができ、正極を高いプレス圧で高密度化することが可能になり、電池容量を増大さ
せることができる。
【００７４】
　前記平均結晶粒径の範囲が５０μｍ以下の範囲にあるアルミニウム箔またはアルミニウ
ム合金箔は、材料組織、不純物、加工条件、熱処理履歴、ならびに焼鈍条件など複数の因
子に複雑に影響され、前記結晶粒径は製造工程の中で、前記諸因子を組合せて調整される
。
【００７５】
　アルミニウム箔およびアルミニウム合金箔の厚さは、２０μｍ以下、より好ましくは１
５μｍ以下である。アルミニウム箔の純度は９９％以上が好ましい。アルミニウム合金と
しては、マグネシウム、亜鉛、ケイ素、などの元素を含む合金が好ましい。一方、鉄、銅
、ニッケル、クロムなどの遷移金属の含有量は１％以下にすることが好ましい。
【００７６】
　前記正極の活物質、導電剤及び結着剤の配合比は、正極活物質80～95重量%、導電剤3～
20重量%、結着剤1.5～7重量%の範囲にすることが好ましい。
【００７７】
　３）セパレータ
　セパレータには多孔質セパレータを用いる。
【００７８】
　多孔質セパレータとしては、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、セルロース、ま
たはポリフッ化ビニリデン（ＰＶｄＦ）を含む多孔質フィルム、合成樹脂製不織布等を挙
げることができる。中でも、ポリエチレンか、あるいはポリプロピレン、または両者から
なる多孔質フィルムは、電池温度が上昇した場合に細孔を閉塞して充放電電流を大幅に減
衰させるシャットダウン機能を付加しやすく、二次電池の安全性を向上できるため、好ま
しい。
【００７９】
　４）非水電解質
　非水電解質として、LiBF4、LiPF6、LiAsF6、LiClO4、LiCF3SO3、LiN(CF3SO2)2、LiN(C2
F5SO2)2、Li(CF3SO2)3C、LiB[(OCO)2]2などから選ばれる一種以上のリチウム塩を０．５
～２ｍｏｌ／Ｌの濃度で有機溶媒に溶解した有機電解液が挙げられる。
【００８０】
　前記有機溶媒としてプロピレンカーボネート（PC）、エチレンカーボネート（EC）など
の環状カーボネートや、ジエチレルカーボネート（DEC）、ジメチルカーボネート（DMC）
、メチルエチルカーボネート（MEC）などの鎖状カーボネートや、ジメトキシエタン（DME
）、ジエトエタン（ＤＥＥ）などの鎖状エーテルや、テトラヒドロフラン（THF）、ジオ
キソラン（DOX）などの環状エーテルや、γ-ブチロラクトン（GBL）、アセトニトリル（A
N）、スルホラン（SL）などの単独もしくは混合溶媒を用いることが好ましい。
【００８１】
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　また、非水電解質として、リチウムイオンを含有した常温溶融塩（イオン性融体）を用
いることができる。リチウムイオンと有機物カチオンとアニオンから構成されるイオン性
融体であり、100℃以下、好ましくは室温以下でも液状であるものを選択すると、広い動
作温度の二次電池を得ることができる。
【００８２】
　５）外装部材
　外装部材に使用されるラミネートフィルムの厚さは、０．２ｍｍ以下にすることが望ま
しい。
【００８３】
　ラミネートフィルムは、例えば、最内層に位置する熱融着性樹脂フィルム（熱可塑性樹
脂フィルム）、アルミニウム箔のような金属箔および剛性を有する有機樹脂フィルムをこ
の順序で積層した複合フィルム材から構成することが可能である。
【００８４】
　前記熱融着性樹脂フィルムとしては、例えばポリエチレン（ＰＥ）フィルム、ポリプロ
ピレン（ＰＰ）フィルム、ポリプロピレン－ポリエチレン共重合体フィルム、アイオノマ
ーフィルム、エチレンビニルアセテート（ＥＶＡ）フィルム等を用いることができる。ま
た、前記剛性を有する有機樹脂フィルムとしては、例えばポリエチレンテレフタレート（
ＰＥＴ）フィルム、ナイロンフィルム等を用いることができる。
【００８５】
　６）正極端子及び負極端子
　正極端子には、アルミニウム、チタン及びそれらをもとにした合金、ステンレスなどを
用いることができる。負極端子には、ニッケル、銅及びそれらをもとにした合金などを用
いることができる。負極電位が金属リチウムに対し１Ｖよりも貴な場合、例えば負極活物
質としてリチウムチタン酸化物を使用した場合などは、負極端子としてアルミニウムある
いはアルミニウム合金を用いることができる。この場合、正極端子、負極端子ともアルミ
ニウムまたはアルミニウム合金を用いると、軽量かつ電気抵抗を小さく抑えることができ
るため好ましい。
【００８６】
　非水電解質二次電池は、前述した図５乃至図６に示す構成のものに限らず、例えば、図
７及び図８に示す構成にすることができる。図７は扁平型非水電解質二次電池を模式的に
示す部分切欠斜視図で、図８は図７のＢ部の拡大断面図である。
【００８７】
　図７に示すように、ラミネートフィルム製の外装部材２１内には、積層型電極群２２が
収納されている。積層型電極群２２は、図８に示すように、正極２３と負極２４とをその
間にセパレータ２５を介在させながら交互に積層した構造を有する。正極２３は複数枚存
在し、それぞれが正極集電体２３ａと、正極集電体２３ａの両面に担持された正極活物質
含有層２３ｂとを備える。負極２４は複数枚存在し、それぞれが負極集電体２４ａと、負
極集電体２４ａの両面に担持された負極活物質含有層２４ｂとを備える。それぞれの負極
２４の負極集電体２４ａは、一辺が正極２３から突出している。正極２３から突出した負
極集電体２４ａは、帯状の負極端子２７に電気的に接続されている。帯状の負極端子２７
の先端は、外装部材２１から外部に引き出されている。また、ここでは図示しないが、正
極２３の正極集電体２３ａは、負極集電体２４ａの突出辺と反対側に位置する辺が負極２
４から突出している。負極２４から突出した正極集電体２３ａは、帯状の正極端子２６に
電気的に接続されている。帯状の正極端子２６の先端は、外装部材２１の辺から外部に引
き出されている。正極端子２６が外装部材２１から引き出されている方向は、負極端子２
７が外装部材２１から引き出されている方向と反対向きである。
【００８８】
　電極群の構造として、前述した図５～図６に示すような捲回構造、前述した図７，８に
示す積層構造を挙げたが、優れた入出力特性に加え、高い安全性と信頼性を兼ね備えるた
めに、電極群の構造を積層構造とすることが好ましい。更に、長期間使用した際にも高い
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大電流性能を実現させるためには、正極と負極を含む電極群が積層構造であって、図９に
示されるようにセパレータを九十九に折って使用することが好ましい。帯状のセパレータ
２５は、九十九に折り重ねられている。九十九に折り重なったセパレータ２５の最上層に
短冊状の負極２４1が積層されている。セパレータ２５同士が重なった部分に上から順番
に短冊状の正極２３1、短冊状の負極２４2、短冊状の正極２３2、短冊状の負極２４3が挿
入されている。このように九十九に折り重なったセパレータ２５の間に正極２３と負極２
４を交互に配置することによって、積層構造の電極群を得る。
【００８９】
（第３の実施の形態）
　第２の実施形態の組電池システムの用途としては、大電流特性でのサイクル特性が望ま
れるものが好ましい。具体的には、デジタルカメラの電源用や、二輪乃至四輪のハイブリ
ッド電気自動車、二輪乃至四輪の電気自動車、アシスト自転車等の車載用、充電式掃除機
が挙げられる。特に、車載用が好適である。
【００９０】
　第３の実施形態に係る自動車は、第２の実施形態に係る組電池システムを備える。ここ
でいう自動車としては、二輪～四輪のハイブリッド電気自動車、二輪～四輪の電気自動車
、アシスト自転車などが挙げられる。以下の図１０～図１５には、二輪～四輪の自動車に
第２の実施形態に係る組電池システムの電池パックを搭載し、第２の実施形態に係る組電
池システムの充電器を充電スタンド（図示しない）に搭載した例を示す。
【００９１】
　図１０～１２は、内燃機関と電池駆動の電動機とを組み合わせて走行動力源としたハイ
ブリッドタイプの自動車を示している。自動車の駆動力には、その走行条件に応じ、広範
囲な回転数及びトルクの動力源が必要となる。一般的に内燃機関は理想的なエネルギー効
率を示すトルク・回転数が限られているため、それ以外の運転条件ではエネルギー効率が
低下する。ハイブリッドタイプの自動車は、内燃機関を最適条件で稼動させて発電すると
共に、車輪を高効率な電動機にて駆動することによって、あるいは内燃機関と電動機の動
力を合わせて駆動したりすることによって、自動車全体のエネルギー効率を向上できると
いう特徴を有する。また、減速時に車両のもつ運動エネルギーを電力として回生すること
によって、通常の内燃機関単独走行の自動車に比較して、単位燃料当りの走行距離を飛躍
的に増大させることができる。
【００９２】
　ハイブリッド自動車は、内燃機関と電動機の組み合わせ方によって、大きく3つに分類
することができる。
【００９３】
　図１０には、一般にシリーズハイブリッド自動車と呼ばれるハイブリッド自動車５０が
示されている。内燃機関５１の動力を一旦すべて発電機５２で電力に変換し、この電力を
インバータ５３を通じて電池パック５４に蓄える。電池パック５４には本発明の第４の実
施形態に係る電池パックが使用される。電池パック５４の電力はインバータ５３を通じて
電動機５５に供給され、電動機５５により車輪５６が駆動する。電気自動車に発電機が複
合されたようなシステムである。内燃機関は高効率な条件で運転でき、電力回生も可能で
ある。その反面、車輪の駆動は電動機のみによって行われるため、高出力な電動機が必要
となる。また、電池パックも比較的大容量のものが必要となる。電池パックの定格容量は
、５～５０Ａｈの範囲にすることが望ましい。より好ましい範囲は１０～２０Ａｈである
。ここで、定格容量とは、０．２Ｃレートで放電した時の容量を意味する。
【００９４】
　図１１には、パラレルハイブリッド自動車と呼ばれるハイブリッド自動車５７が示され
ている。付番５８は、発電機を兼ねた電動機を示す。内燃機関５１は主に車輪５６を駆動
し、場合によりその動力の一部を発電機５８で電力に変換し、その電力で電池パック５４
が充電される。負荷が重くなる発進や加速時には電動機５８により駆動力を補助する。通
常の自動車がベースになっており、内燃機関５１の負荷変動を少なくして高効率化を図り
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、電力回生なども合わせて行うシステムである。車輪５６の駆動は主に内燃機関５１によ
って行うため、電動機５８の出力は必要な補助の割合によって任意に決定することができ
る。比較的小さな電動機５８及び電池パック５４を用いてもシステムを構成することがで
きる。電池パックの定格容量は、１～２０Ａｈの範囲にすることができる。より好ましい
範囲は５～１０Ａｈである。
【００９５】
　図１２には、シリーズ・パラレルハイブリッド車と呼ばれるハイブリッド自動車５９が
示されている。シリーズとパラレルの両方を組み合わせた方式である。動力分割機構６０
は、内燃機関５１の出力を、発電用と車輪駆動用とに分割する。パラレル方式よりもきめ
細かくエンジンの負荷制御を行い、エネルギー効率を高めることができる。
【００９６】
　電池パックの定格容量は、１～２０Ａｈの範囲にすることが望ましい。より好ましい範
囲は５～１０Ａｈである。
【００９７】
　上述した図１０～図１２に示すようなハイブリッド自動車に搭載される電池パックの公
称電圧は、２００～６００Ｖの範囲にすることが望ましい。
【００９８】
　本発明の実施形態に係る組電池システムは、シリーズ・パラレル方式のハイブリッド自
動車での使用に特に適している。
【００９９】
　電池パック５４は、一般に外気温度変化の影響を受けにくく、衝突時などに衝撃を受け
にくい場所に配置されるのが好ましい。例えば図１３に示すようなセダンタイプの自動車
では、後部座席６１後方のトランクルーム６２内などに配置することができる。また、座
席６１の下や後ろに配置することができる。電池重量が大きい場合には、車両全体を低重
心化するため、座席の下や床下などに配置するのが好ましい。
【０１００】
　電気自動車（EV）は、自動車外部から電力を供給して充電された電池パックに蓄えられ
たエネルギーで走行する。よって、電気自動車は、他の発電設備などを用いて高効率に発
電された電気エネルギーを利用することが可能である。また、減速時には自動車の運動エ
ネルギーを電力として回生できるため、走行時のエネルギー効率を高くすることができる
。電気自動車は二酸化炭素その他の排気ガスを全く排出しないため、クリーンな自動車で
ある。その反面、走行時の動力はすべて電動機であるため、高出力の電動機が必要である
。一般には一回の走行に必要なすべてのエネルギーを一度の充電で電池パックに蓄えて走
行する必要があるため、非常に大きな容量の電池が必要である。電池パックの定格容量は
、１００～５００Ａｈの範囲にすることが望ましい。より好ましい範囲は２００～４００
Ａｈである。
【０１０１】
　また、車両の重量に占める電池重量の割合が大きいため、電池パックは床下に敷き詰め
るなど、低い位置に、かつ車両の重心から大きく離れない位置に配置することが好ましい
。１回の走行に相当する大きな電力量を短時間のうちに充電するためには、大容量の充電
器と充電ケーブルが必要である。このため、電気自動車は、それらを接続する充電コネク
タを備えることが望ましい。充電コネクタには、電気接点による通常のコネクタを用いる
ことができるが、電磁結合による非接触式の充電コネクタを用いても良い。
【０１０２】
　図１４には、ハイブリッドバイク６３の一例を示す。二輪車の場合においても、ハイブ
リッド自動車と同様に、内燃機関６４、電動機６５、電池パック５４を備えたエネルギー
効率の高いハイブリッドバイクを構成することができる。内燃機関６４は主に車輪６６を
駆動し、場合によりその動力の一部で電池パック５４が充電される。負荷が重くなる発進
や加速時には電動機６５により駆動力を補助する。車輪６６の駆動は主に内燃機関６４に
よって行うため、電動機６５の出力は必要な補助の割合によって任意に決定することがで
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きる。比較的小さな電動機６５及び電池パック５４を用いてもシステムを構成することが
できる。電池パックの定格容量は、１～２０Ａｈの範囲にすることができる。より好まし
い範囲は３～１０Ａｈである。
【０１０３】
　図１５には、電動バイク６７の一例を示す。電動バイク６７は、外部から電力を供給し
て充電された電池パック５４に蓄えられたエネルギーで走行する。走行時の動力はすべて
電動機６５であるため、高出力の電動機６５が必要である。一般には一回の走行に必要な
すべてのエネルギーを一度の充電で電池パックに蓄えて走行する必要があるため、比較的
大きな容量の電池が必要である。電池パックの定格容量は、１０～５０Ａｈの範囲にする
ことが望ましい。より好ましい範囲は１５～３０Ａｈである。
【０１０４】
　図１６には、第３の実施形態に係る充電式掃除機の一例を示す。充電式掃除機は、掃除
機の筐体７０内に第２の実施形態に係る組電池システムの電池パックが収容されている。
置き台兼用の充電器７１は、第２の実施形態に係る組電池システムの充電器として機能す
る。電池パックの定格容量は、２～１０Ａｈの範囲にすることが望ましい。より好ましい
範囲は２～４Ａｈである。また、電池パックの公称電圧は、４０～８０Ｖの範囲にするこ
とが望ましい。
【０１０５】
[実施例]
　以下に例を挙げ、本発明をさらに詳しく説明するが、発明の主旨を超えない限り本発明
は以下に掲載される実施例に限定されるものでない。
【０１０６】
　（実施例１）
　正極活物質にリチウムコバルト酸化物（LiCoO2）を用いた。正極活物質、導電材及び結
着剤を配合してｎ－メチルピロリドン（NMP）溶媒に分散してスラリーを調製した。得ら
れたスラリーを厚さ15μｍで、平均結晶粒子径が５０μｍのアルミニウム箔（純度99.99%
）に塗布、乾燥、プレス工程を経て正極を作製した。
【０１０７】
　負極活物質としてチタン酸リチウム（Li4Ti5O12）を用意した。負極活物質、導電材及
び結着剤を配合してｎ－メチルピロリドン（NMP）溶媒に分散してスラリーを調製した。
得られたスラリーを厚さ15μmで、平均結晶粒子径が５０μｍのアルミニウム箔（純度99.
99%）に塗布、乾燥、プレス工程を経て負極を作製した。
【０１０８】
　次に、厚さ20μmの帯状ポリエチレン製多孔質フィルムのセパレータを横向きに配し、
その左端に短冊状に裁断した正極片を乗せ、セパレータを正極片の右端に沿って左に折り
返し、その上に、短冊状に裁断した負極片を乗せ、セパレータを負極片の左端に沿って右
に折り返し、という手順を繰り返して、正極と負極をその間に九十九に折られたセパレー
タを挟みながら積層し、正極を31枚及び負極を30枚有する発電要素を作製した。
【０１０９】
　作製した発電要素は、プレスし、形状を整えた後、正極端子と負極端子を接続し、ラミ
ネートフィルム製の外装部材内に密封し、非水電解質を注液し、容量3Ahの扁平状の非水
電解質二次電池を作製した。得られた二次電池の満充電電圧ＶH1は２．８Ｖであった。満
充電に達するときのＳＯＣに対する電圧変化率Ａ（ｍＶ／％ＳＯＣ）は１５０（ｍＶ／％
ＳＯＣ）であった。また、電圧変化率Ａ（ｍＶ／％ＳＯＣ）がＡ＜２０（ｍＶ／％ＳＯＣ
）からＡ＝２０（ｍＶ／％ＳＯＣ）に達する時の単電池電圧ＶM1は、２．６３Ｖであった
。
【０１１０】
　この単電池を５個直列に接続し、各接続部から電圧測定端子を取り出して、図２に示す
ように電池パックを組み立て、充電器を接続し、組電池システムを得た。第１の充電工程
における充電電流Ｉ1は６０Ａ（２０Ｃ）とし、第２の充電工程においてはＶH2を２．６
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Ｖ、Ｖ２を１３Ｖとする定電圧充電とした。また、第２の充電工程を終了する分岐の電流
値Ｉ3を０．１５Ａとし、第２の充電工程で充電を終了する充電方法とした。充電を終了
した時点での組電池のＳＯＣは９５％であった。放電状態から組電池のＳＯＣ８０％まで
充電するのに要する時間は約５分であった。このときの組電池電圧と充電電流の変化は概
ね図１７のようになった。
【０１１１】
　図１７に示す通り、第１の充電工程は、電圧検出回路４により検出される単電池電圧の
中での最大値が満充電電圧ＶH1に達した際に終了され、第２の充電工程に移行した。第２
の充電工程は、組電池の電圧を前述した（１）式に示すＶ２に制御する定電圧充電のため
、充電電流が徐々に収束し、電流値Ｉ3に達した。
【０１１２】
　（実施例２）
　実施例１と同様に単電池を作製し、電池パックを組み立てて充電器を接続し、組電池シ
ステムを得た。満充電に達するときのＳＯＣに対する電圧変化率Ａ（ｍＶ／％ＳＯＣ）、
ＶM1はそれぞれ実施例１と同じ値となった。充電電流Ｉ1を実施例１と同じ値にして第１
の充電工程とした。その後、ＶH2、Ｖ２、Ｉ3はそれぞれ実施例１と同じ値に設定し、Ｉ2

を１５Ａと設定して第２の充電工程を定電圧定電流充電とした。その他の条件はすべて実
施例１と同様とし、放電状態から組電池のＳＯＣ８０％まで充電するのに要する時間は約
６分であった。充電が完了した時点での組電池のＳＯＣは９５％であった。このときの組
電池電圧と充電電流の変化は概ね図１８のようになった。
【０１１３】
　図１８に示す通り、第１の充電工程での組電池の電圧変化及び電流変化は、実施例１の
場合と同様な傾向が得られた。第２の充電工程の初期段階では、第１の充電工程での充電
電流Ｉ1よりも低い電流値Ｉ2で定電流充電がなされたため、組電池の電圧を満充電電圧Ｖ

H1よりも低い値に抑えることができた。組電池の電圧がＶ２まで上昇した時点で定電圧充
電に切り替えて第２の充電工程を行った。
【０１１４】
　（実施例３）
　実施例１と同様に単電池を作製し、電池パックを組み立てて充電器を接続し、組電池シ
ステムを得た。満充電に達するときのＳＯＣに対する電圧変化率Ａ（ｍＶ／％ＳＯＣ）、
ＶM1はそれぞれ実施例１と同じ値となった。Ｉ1、ＶH2、Ｖ２、Ｉ2、Ｉ3はそれぞれ実施
例２と同じ値に設定して、第２の充電工程までを行うこととした。その後、第３の充電工
程として、充電電流Ｉ4を１．５Ａ、充電電圧ＶH3をＶH1×ｎ＝１４Ｖと設定した定電圧
定電流充電を行った。第３の充電工程を終了する分岐の電流値Ｉ5は０．１５Ａとし、第
１から第３の充電工程で充電を終了する充電方法とした。充電が完了した時点での組電池
のＳＯＣは１００％であった。放電状態から組電池のＳＯＣ８０％まで充電するのに要す
る時間は約６分であった。このときの組電池電圧と充電電流の変化は概ね図１９のように
なった。
【０１１５】
　図１９に示す通り、第１，第２の充電工程での組電池の電圧変化及び電流変化は、実施
例１の場合と同様な傾向が得られた。第３の充電工程では、充電電流Ｉ4で定電流充電が
行われた後、（満充電電圧ＶH1×ｎ）で表される電圧値での定電圧充電がなされた。
【０１１６】
　（実施例４）
　正極活物質としてＬｉＮｉ0.75Ｃｏ0.19Ａｌ0.05Ｏ2で表されるリチウムニッケルコバ
ルトアルミニウム複合酸化物粉末を用いた他は、実施例１と同様に単電池を作製し、電池
パックを組み立てて充電器を接続し、組電池システムを得た。この単電池の満充電電圧Ｖ

H1は、実施例1と同じく2.8Vである。満充電に達するときのＳＯＣに対する電圧変化率Ａ
（ｍＶ／％ＳＯＣ）は１６０（ｍＶ／％ＳＯＣ）で、ＶM1は２．６１Ｖであった。
【０１１７】
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　第１の充電工程における充電電流Ｉ1は６０Ａ（２０Ｃ）とし、第２の充電工程におい
てはＩ2を１５Ａとし、ＶH2を２.６Ｖ、Ｖ２を１３Ｖとする定電圧定電流充電とした。そ
の後、第３の充電工程として、充電電流Ｉ4を１.５Ａ、充電電圧をＶH1×ｎ＝１４Ｖと設
定した定電圧定電流充電を行った。
【０１１８】
　第３の充電工程を終了する分岐の電流値Ｉ5は0.15Ａとし、第１から第３の充電工程で
充電を終了する充電方法とした。充電が完了した時点での組電池のＳＯＣは１００％であ
った。
【０１１９】
　放電状態から組電池のＳＯＣ８０％まで充電するのに要する時間は約６分であった。組
電池電圧と充電電流の変化は、前述した図１９に示したのとほぼ同様な傾向が得られた。
【０１２０】
　（比較例１）
　実施例１と同様に単電池を作製し、電池パックを組み立てて充電器を接続した。満充電
に達するときのＳＯＣに対する電圧変化率Ａ（ｍＶ／％ＳＯＣ）、ＶM1はそれぞれ実施例
１と同じ値となった。充電方法としては、ＶH1×ｎ＝１４Ｖを定電圧設定値、Ｉ＝６０Ａ
を定電流設定値として、定電圧定電流充電を行い、充電電流が０．１５Ａまで減少した時
点で充電終了とする方法とした。
【０１２１】
　（比較例２）
　実施例１と同様に単電池を作製し、電池パックを組み立てて充電器を接続した。満充電
に達するときのＳＯＣに対する電圧変化率Ａ（ｍＶ／％ＳＯＣ）、ＶM1はそれぞれ実施例
１と同じ値となった。充電方法としては、ＶH1×ｎ＝１４Ｖを定電圧設定値、Ｉ＝３Ａを
定電流設定値として、定電圧定電流充電を行い、充電電流が０．１５Ａまで減少した時点
で充電終了とする方法とした。
【０１２２】
　作製した組電池システムは、繰り返し充放電を行うサイクル寿命試験を行った。２５℃
環境において、充電は接続した充電器で行い、充電方法は各実施例、比較例で説明したと
おりとした。放電方法は、２５℃環境において、放電容量測定装置を接続し、定電流値３
０Ａで、各単電池電圧の最低値が２Ｖになるまで放電するという方法とした。
【０１２３】
試験によって得られた放電容量のサイクル依存性を図２０に示す。
【０１２４】
　実施例１は、１０００サイクルまで単調に、わずかずつ容量が減少するものの、大きな
劣化はみられなかった。実施例２は、実施例１と殆んど変わらないが、実施例１より僅か
に劣化が少なかった。実施例３は、第３の充電工程を含み、実施例１より満充電に近づく
まで充電しているため、初期の放電容量は大きい。容量の劣化速度は実施例１よりわずか
に大きいものの、やはり同様に、単調な容量劣化にとどまった。実施例４は、同様の充電
方法である実施例３に似た傾向を示したが、正極活物質が異なるために初期容量がわずか
に大きく、繰り返しによる容量低下の割合もわずかに大きいという結果であった。これら
は、単セルをサイクル試験した場合とほぼ同様の特性と考えられる。
【０１２５】
　一方、比較例１では容量の劣化速度が大きく、さらに２０サイクル程度から著しい劣化
加速がみられた。このときの充電状態を調べてみると、単セル電圧ばらつきのために保護
回路の過充電禁止電圧２．９Ｖ以上となるセルが発生し、正常な充電工程が終了する前に
電流が遮断されていることがわかった。比較例２についても同様で、劣化速度はやや緩や
かだったものの、１００サイクル程度で著しい劣化加速がみられた。
【０１２６】
　以上のように、満充電に達するときのＳＯＣに対する電圧変化率Ａ（ｍＶ／％ＳＯＣ）
が２０（ｍＶ／％ＳＯＣ）より大きな非水電解質二次電池を直列接続した組電池を従来方
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法で充電すると、単電池電圧のばらつきにより過充電が発生し、サイクル寿命が著しく短
くなるが、本実施形態の充電方法によれば、過充電が発生することなく、サイクル特性を
向上することができる。
【０１２７】
　以上述べた如く、本実施形態によれば、複数の非水電解質二次電池を直列に接続した組
電池の充電方法において、充電時の単電池電圧ばらつきを抑えることによって組電池のサ
イクル特性を向上させ、また過充電の可能性を低減して安全性を向上した充電方法を提供
することができる。
【０１２８】
　なお、本発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要
旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示され
ている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。例えば、実
施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実
施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１２９】
【図１】第１の実施形態に係る組電池の充電方法で単電池として使用される非水電解質二
次電池を２５℃環境下で１Ｃ充電した場合の充電曲線の一例を示す特性図。
【図２】本発明の第２の実施形態に係る組電池システムの一例を示すブロック図。
【図３】本発明の第２の実施形態に係る組電池システムの別の例を示すブロック図。
【図４】第１の実施形態に係る充電方法及び第２の実施形態に係る組電池システムによっ
て充電を行うための制御フローの一例を示すフローチャート図。
【図５】扁平型非水電解質二次電池の一例を模式的に示す断面図。
【図６】図５のＡ部を示す拡大断面図。
【図７】扁平型非水電解質二次電池の別な例を模式的に示す部分切欠斜視図。
【図８】図７のＢ部の拡大断面図。
【図９】非水電解質二次電池で使用される積層構造の電極群を示す斜視図。
【図１０】本発明の第３の実施形態に係るシリーズハイブリッド自動車を示す模式図。
【図１１】本発明の第３の実施形態に係るパラレルハイブリッド自動車を示す模式図。
【図１２】本発明の第３の実施形態に係るシリーズ・パラレルハイブリッド自動車を示す
模式図。
【図１３】本発明の第３の実施形態に係る自動車を示す模式図。
【図１４】本発明の第３の実施形態に係るハイブリッドバイクを示す模式図。
【図１５】本発明の第３の実施形態に係る電動バイクを示す模式図。
【図１６】本発明の第３の実施形態に係る充電式掃除機を示す模式図。
【図１７】実施例１の組電池システムにおける組電池の電圧及び電流の経時変化を示す特
性図。
【図１８】実施例２の組電池システムにおける組電池の電圧及び電流の経時変化を示す特
性図。
【図１９】実施例３の組電池システムにおける組電池の電圧及び電流の経時変化を示す特
性図。
【図２０】実施例１～４及び比較例１，２の組電池システムの放電容量とサイクル数との
関係を示す特性図。
【符号の説明】
【０１３０】
　１…電池パック、２…充電器、３…組電池、４…電圧検出回路、５…スイッチ回路、６
…通信回路、７…電池ユニット、８…交流電源、９…整流回路、１０…パワースイッチ回
路、１１…高周波トランス回路、１２…整流回路、１３…平滑回路、１４…電流検出回路
、１５…定電圧定電流制御回路、１６，１７…マイコン回路、１８…高耐圧スイッチ回路
、２１…外装部材、２２…電極群、２３…正極、２３ａ…正極集電体、２３ｂ…正極活物
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質含有層、２４…負極、２４ａ…負極集電体、２４ｂ…負極活物質含有層、２５…セパレ
ータ、２６…正極端子、２７…負極端子、５０，５７，５９…ハイブリッド自動車、５１
，６４…内燃機関、５２…発電機、５３…インバータ、５４…電池パック、５５，６５…
電動機、５６，６６…車輪、５８…発電機を兼ねた電動機、６０…動力分割機構、６１…
後部座席、６２…トランクルーム、６３…ハイブリッドバイク、６７…電動バイク、７０
…筐体、７１…置き台を兼ねた充電器。

【図１】 【図２】
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